
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

                    

  

 

 

  

    

             
 

     

             
 

   

             
 

   

          

    
          

        

 

 

 

  

       
 

       

 

   

       

   

   

    

    

   

    

   

    

   

48

別表十(八)
｢６｣、｢22｣、｢27｣又は｢31の計｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必
要です。

　社会保険診療報酬の所得の計算の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00485｣

③　｢適用額｣欄：｢６｣欄の金額

｢６｣欄

　農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例を

適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の３第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00376｣

③　｢適用額｣欄：｢22｣欄の金額

｢22｣欄

　特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第66条の11第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00374｣

③　｢適用額｣欄：｢27｣欄の金額

｢27｣欄

　特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例を適用して

いる場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢令和８年旧措置法第66条の11の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00673｣

③　｢適用額｣欄：｢31の計｣欄の金額

｢31の計｣欄




